
群馬県青少年健全育成条例施行規則の一部改正の概要について

１ 改正の理由

（１）群馬県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２７年群馬県条例第２７号。以下「薬物濫用防

止条例」という。）が平成２７年６月１日に全面施行され、薬物濫用防止条例に基づく「知

事指定薬物」が規定されたことなどから、群馬県青少年健全育成条例（平成１９年群馬県

条例第１９号。以下「育成条例」という。）の「薬品類等」を規定している群馬県青少年

健全育成条例施行規則（昭和５７年群馬県規則第６８号。以下「規則」という。）の一部

を改正した。

（２）行政不服審査法の改正に伴い、規則で規定している様式中の不服申立てに関する教示文

を改正した。

２ 改正の内容

（１）薬品類等の規定の改正

育成条例の「薬品類等」を規定している規則第１５条を改正し、

育成条例第３９条第５号（場所の提供等の禁止）･･･罰則：５０万円以下の罰金

同第４０条（保護者等への通知）･･･罰則なし

同第４１条（旅館業者等の届出）･･･罰則なし

の薬品類等に、薬物濫用防止条例第１３条第１項で規定する「知事指定薬物」を追加した

ほか、育成条例第３４条（薬品類等の制限）及び第５０条第１項第９号（立入調査等）の

「薬品類等」から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第２条第１５項に規定する指定薬物を除いた。

（２）行政不服審査法の改正に伴う様式の改正

行政不服審査法の改正により、「不服申立てをすることができる期間が変更」、「不服

申立ての手続きが審査請求に一元化」等されたことから、規則で規定している様式の内、

不服申立てについて教示している別記様式第２号、第７号及び第８号を改正した。

３ 公布・施行年月日

平成２８年１月１５日公布

平成２８年４月１日施行


